
県外から大分県に産業廃棄物を搬入したい

県外産廃搬入実績報告書提出

搬入不可

不適合結果通知協定締結・適合結果通知

搬入開始

県外産廃搬入事前協議書提出

審査・決裁

NO

搬入希望日の
30日前までに

最終処分場に搬入する
場合は面談を実施

搬入先の減量リサイクル率
によって額が異なる。
20％未満
20％以上50％未満
50％以上80％未満
80％以上

500円/t
250円/t
100円/t

0円/t

4～9月搬入分
10～翌3月搬入分 4月末まで：

10月末まで：

・減量リサイクル率

搬入される産廃のうち、
最終処分されずにリサイク
ルされるものの割合
・優良認定処理業者

減量及び再生利用にお
いて優れた能力及び実績
を有する者

環境保全協力金納付

減量リサイクル80％
以上の優良認定
処理業者へ搬入

県外産廃搬入届出書提出

搬入開始

YES

搬入希望日の
10日前までに

※届出書受理後、受理書を送付

１ 県外産業廃棄物搬入事前協議制度の流れ

搬入不可

不適合結果通知

搬入不可

不適合結果通知


